
浜田市金城高齢者生活福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

令和 7 年 3 月 21 日 

 

 浜田市長 久保田 章 市 

 

浜田市規則第 14 号 

 

 

  



浜田市金城高齢者生活福祉センター条例施行規則の一部を改正する規

則 

 

浜田市金城高齢者生活福祉センター条例施行規則（平成 17 年浜田市規則

第 218 号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条中「平成 17 浜田市条例第 278 号」を「平成 17 年浜田市条例第 278

号」に改める。 

第 3 条第 1 項中「申請者」を「利用許可申請者」に、「浜田市金城高齢者生

活福祉センター利用許可申請書（様式第 1 号）」を「浜田市金城高齢者生活福

祉センター利用許可兼利用料減免申請書（様式第 1 号。以下「利用許可兼減

免申請書」という。）」に改め、同項ただし書を削り、同条第 2 項に次のただ

し書を加える。 

ただし、市が主催し、若しくは共催して利用する場合又は市の委託事業

により利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

は、この限りでない。 

第 4 条第 1 項中「浜田市金城高齢者生活福祉センター利用許可書（様式第

2 号。以下「利用許可書」という。）」を「浜田市金城高齢者生活福祉センター

利用許可兼利用料減免決定通知書（様式第 2 号。以下「利用許可兼減免決定

通知書」という。）」に、「申請者」を「利用許可申請者」に改める。 

第 5 条中「利用許可書」を「利用許可兼減免決定通知書」に改める。 

第 6 条中「第 10 条第 1 項第 2 号」を「第 10 条第 2 号」に改め、「様式第 3

号」の次に「。以下「入居利用許可申請書」という。」を加える。 

第 7 条第 1 項中「の申請にかかる利用許可申請書」を「に規定する入居利

用許可申請書」に改める。 

第 8 条第 1 項を次のように改める。 

条例第 17 条の規定による利用料金の減額又は免除（以下「減免」とい

う。）をすることができるとき、及びその額は、別表に掲げるとおりとする。 

第 8 条第 2 項中「前項の規定により利用料金の減免」を「前項の規定によ

る減免」に、「浜田市金城高齢者生活福祉センター利用料金減免申請書（様式

第 8 号）」を「利用許可兼減免申請書」に改め、同条第 3 項中「浜田市金城高

齢者生活福祉センター利用料金減免決定（却下）通知書（様式第 9 号）」を

「利用許可兼減免決定通知書」に改める。 

第 8 条第 3 項中「浜田市金城高齢者生活福祉センター利用料金減免決定（却

下）通知書（様式第 9 号）」を「利用許可兼減免決定通知書」に改める。 



第 10 条中「様式第 10 号」を「様式第 8 号」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

 

 

様式第 1 号及び様式第 2 号を次のように改める。 

 

 

様式第 8 号及び様式第 9 号を削り、様式第 10 号を様式第 8 号とする。 

附 則 

この規則は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

  



別表（第 8 条関係） 

区分 減免の額 

⑴ 市が主催し、若しくは共催して利用する

とき又は市の委託事業により利用すると

き。 

利用料金の全額 

⑵ 市民等が地域社会福祉の推進に資する利

用をするとき。ただし、条例第 3 条第 4 号

に規定する事業の利用に限る。 

⑶ その他市長が特別な理由があると認める

とき。 

その都度市長が定める

額 

備考 この表において「市民等」とは、市内に住所を有する者、市内に存

する事務所若しくは事業所に勤務する者若しくは市内に存する学校等

に在学する者又は市内に所在する団体をいう。 

  



様式第 1 号（第 3 条、第 8 条関係） 

浜田市金城高齢者生活福祉センター利用許可兼利用料減免申請書 

 

年  月  日 

指定管理者  様 

申請者 住所          

団体名         

氏名又は代表者名       

電話番号        

 

次のとおり利用したいので、申請します。 

利 用 目 的 
 利 用 

予 定 人 員 
人 

利 用 日 時 
年  月  日（  ）   時   分から 

年  月  日（  ）   時   分まで 

利 用 事 業 
□ 地域活動支援事業 

□ 交流事業又はその他の事業（以下は記入不要です。） 

利 用 施 設 

□ 多目的ホール  □ 会議室Ａ兼会議室Ｂ 

□ 会議室Ｃ    □ 調理実習室 

□ その他の部屋 

設備器具の利用 □ 無  □ 有（               ） 

利用者が行う特

別の設備の有無 
□ 無  □ 有（               ） 

利 用 責 任 者 

（申請者と同じ

場合、記入不

要） 

住所 

氏名           電話番号 

減 免 申 請 □ 有  □ 無 

減免額及び減免

を 受 け よ う と 

す る 理 由 

□ 利用料の全額（該当する番号に丸印をつけてくださ

い。） 

⑴ 市が主催し、又は共催して利用するとき及び

市の委託事業のための利用 

⑵ 市民等が地域社会福祉の推進に資する利用 

□ 市長が定める額 

⑶ その他市長が特別な理由があると認める利用 

 

  



様式第 2 号（第 4 条、第 8 条関係） 

浜田市金城高齢者生活福祉センター利用許可兼利用料減免決定通知書 

 

許 可 番 号 
年  月  日 

 様 
指定管理者     □印  

 
次のとおり、浜田市金城高齢者生活福祉センターの利用を許可します。 

利 用 目 的 
 利 用 

予 定 人 員 
人 

利 用 日 時 
年  月  日（  ）   時   分から 

年  月  日（  ）   時   分まで 

利 用 事 業 
□ 地域活動支援事業 
□ 交流事業又はその他の事業 

利 用 施 設 

□ 多目的ホール  □ 会議室Ａ兼会議室Ｂ 

□ 会議室Ｃ    □ 調理実習室 

□ その他の部屋 

設備器具の利用 □ 無  □ 有（               ） 

利用者が行う特
別の設備の有無 

□ 無  □ 有（               ） 

減 免 の 可 否 □ 減免する  □ 減免しない 

減 免 額 及 び 

減 免 す る 理 由 

□ 利用料の全額（該当する番号に丸印をつけてくださ

い。） 

⑴ 市が主催し、又は共催して利用するとき及び

市の委託事業のための利用 

⑵ 市民等が地域社会福祉の推進に資する利用 

□ 市長が定める額（           ） 
⑶ その他市長が特別な理由があると認める利用 

利 用 料 の 額 円 

利 用 の 条 件  

 
次のとおり、浜田市金城高齢者生活福祉センターの利用の変更を許可します。 

 
年  月  日 

指定管理者     □印  
 

変更に係る事項  

 


